
号

外

五�
平

成
二
十
四
年

四

月

一

日

目

次

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

一
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
鍵
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

三

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
九
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(

昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
十
四
条
の
五｣

を｢

第
十
四
条
の
四｣

に
、｢

第
十
四
条
の
六｣

を｢

第
十
四
条
の
五｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

九

係
長
等

組
織
規
則
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
係
長
及
び
担
当
総
括
並
び
に
組
織
規
則
第

百
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
係
長
を
い
う
。

第
二
条
中
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
削
り
、
第
十
四
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十

七
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

第
六
条
第
二
項
中｢

課
長
補
佐｣

を｢

係
長
若
し
く
は
課
長
補
佐｣

に
改
め
る
。

第
九
条
第
二
項
中｢

あ
て
先｣

を｢

宛
先｣

に
改
め
る
。

第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
中｢

あ
て
名
人｣

を｢

宛
名
人｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

主
務
担
当

総
括(

担
当
総
括｣
を｢

主
務
係
長
等(

係
長
等｣

に
、｢

主
務
担
当
総
括
は｣

を｢

主
務
係
長
等
は｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
二
中｢
主
務
担
当
総
括｣

を｢

主
務
係
長
等｣

に
改
め
る
。
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阜
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号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日



興
課

ブ
ラ
ン
ド
振
興

行
政
改
革
課

法
務
・
情
報
公
開
課

防
災
課

地

振

観

ブ

統 国

際

広
報
課

行 法

防
統
計
課

法
務
・
情
報
公
開
課

広

原
子
力
防
災
室

防
災
課

統 行
政
管
理
課

広
報
課

法

原

防

防

労
働
雇
用
課

中
小
企
業
課

情
報
産
業
課

企
業
誘
致
課

商
業
流
通
課

モ
ノ
づ
く
り
振

行 広
地
域
振

観
光
・

課 統
計
課

国
際
課

第
十
四
条
の
三
第
一
項
中｢

あ
て｣

を｢

宛
て｣

に
、｢

主
務
担
当
総
括｣

を｢

主
務
係
長
等｣

に

改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

あ
て｣

を｢

宛
て｣

に
改
め
る
。

第
十
四
条
の
四
を
削
る
。

第
十
四
条
の
五
に
見
出
し
と
し
て｢(

秘
密
文
書
等
の
取
扱
い
の
特
例)｣

を
付
し
、
同
条
中｢

前
五

条｣

を｢

前
四
条｣
に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
の
四
と
す
る
。

第
十
四
条
の
六
中｢
主
務
担
当
総
括｣

を｢

主
務
係
長
等｣

に
、｢

第
十
四
条
の
四｣

を｢

第
十
四

条
の
三｣

に
改
め
、
第
二
章
第
二
節
中
同
条
を
第
十
四
条
の
五
と
し
、
第
十
四
条
の
七
を
第
十
四
条
の

六
と
す
る
。

第
十
四
条
の
八
中｢

主
務
担
当
総
括｣

を｢

主
務
係
長
等｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
の
七
と
す

る
。第

十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
条
第
四
項
中｢
担
当
総
括｣

を｢

係
長
等｣

に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
同
項
第
三
号
中｢

あ
て
先｣

を｢

宛
先｣

に
改
め
、
同
項
中
第

六
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
す
る
。

第
四
十
三
条
第
二
項
第
一
号
中｢

あ
て
名
人｣

を｢
宛
名
人｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

主
務
担

当
総
括｣

を｢

主
務
係
長
等｣

に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
中｢

あ
て｣

を｢

宛
て｣
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
の
五
を
削
る
。

第
四
十
三
条
の
六
に
見
出
し
と
し
て｢(

秘
密
文
書
等
の
取
扱
い
の
特
例)｣
を
付
し
、
同
条
中｢

前

五
条｣

を｢

前
四
条｣

に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
三
条
の
五
と
す
る
。

第
四
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中｢

あ
て
先｣

を｢

宛
先｣

に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
二
第
一
項
中｢

第
四
十
三
条
の
五｣

を｢

第
四
十
三
条
の
四｣

に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
第
一
項
中｢

担
当
総
括｣

を｢

係
長
等｣

に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
第
一
項
第
一
号
ロ
中｢

あ
て
先｣

を｢

宛
先｣

に
改
め
、
同
項
中
第
六
号
を
削
り
、
第

七
号
を
第
六
号
と
し
、
第
八
号
を
第
七
号
と
す
る
。

附
則
第
八
項
中

｢

第
十
四
条
の
五｣

を

｢

第
十
四
条
の
四｣

に
、｢

第
十
四
条
の
七
第
一
項｣

を

｢

第
十
四
条
の
六
第
一
項｣

に
、｢

第
四
十
三
条
の
六｣

を｢

第
四
十
三
条
の
五｣

に
改
め
る
。

附
則
第
九
項
中｢

第
十
四
条
の
七
第
四
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
第
七
号｣

を｢

第
十
四
条
の
六
第

四
項
、
第
二
十
九
条
第
一
項
第
六
号｣

に
、｢

第
六
十
一
条
第
一
項
第
七
号｣

を｢

第
六
十
一
条
第
一

項
第
六
号｣

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
の
二(

そ
の
一)

及
び
同
様
式(

そ
の
二)

中｢担
当
総
括
｣

を｢係
長
｣

に

改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式(

そ
の
一)

及
び
同
様
式(

そ
の
二)

中｢・
担
当
総
括
｣

を｢・
係
長
｣

に
、

｢フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

電
子
メ
ー
ル

総
合
行
政
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

官
報
報
告

県
公
報
掲
載

そ
の
他
(

)
｣

を｢フ
ァ
ク
シ

そ
の
他
(

ミ
リ

電
子
メ
ー
ル

官
報
報
告

県
公
報
掲
載

)
｣

に
、｢課

長
担
当
総
括
｣

を｢課

長
係
長
｣

に
改
め
る
。

｢

別
表
第
一
中 ｢

を

｣
｣

｢
｢

に
、 ｢

を

に
、

｣
｣｢

｢を

に
、

｣
｣｢

｢を

に
、

｣

｣
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�

施 報 興
課東

京
事
務
所

水

産

畜

労 中

企

情

産

企

誘

商

流

モ

振
運
営
調
整
課

施
設
調
整
課

連
携
振
興
課

報
道
課

畜
産
課

東 国
際
戦
略
推
進
課

観
光
課

情
報
産
業
課

商
業
流
通
課

地
域
産
業
課

産
業
技
術
課

企
業
誘
致
課

労
働
雇
用
課

中
小
企
業
課国

運

国

施

国

振

国

報
畜

機
械
材
料
研
究
所

産
業
技
術
セ
ン
タ
ー

国

際

観

光

情

産

商

流

地

産

産

技

企

誘

労 中

企旅
券
セ
ン
タ
ー

東
京
事
務
所

施
設
調
整
課

報
道
・
振
興
課

機

研

産

セ

水
産
課

畜
産
課

旅 東

産
業

工
業

国 国

ー ク
ー
ル

ア
カ
デ
ミ

技
術
セ
ン
タ
ー

技
術
研
究
所

旅 木

工

国

た
産

セ

工
技
研

木
工
芸
術
ス
ク
ー
ル

国
際
た
く
み
ア
カ
デ
ミ

ー 国
際
情
報
科
学
芸
術
ア

カ
デ
ミ
ー

木

工

国

た

国

ア

旅
券
セ
ン
タ

木
工
芸
術
ス

国
際
た
く
み

ー

｢

｢

を

に
、

｣

｣｢
｢を

に
、

｣
｣｢

｢

を

に
、

を

｣
｣

｣｢
｢

｢

に
、

を

｣

｢

に
、

を

｣
｣

に
改
め
る
。

｣

別
表
第
三
往
復
文
書
第
四
注
第
二
号
中｢あ

て
た
｣

を｢宛
て
た
｣

に
、｢あ

て
先
｣

を｢宛
先
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
号

庁

中

一

般

各

現

地

機

関

岐
阜
県
鍵
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
四
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
鍵
情
報
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
鍵
情
報
等
管
理
規
程(

平
成
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
三
条
第
一
項
中｢

電
子
署
名
の｣

の
下
に｢

職
署
名
の｣

を
加
え
、
同
項
各
号
を
次
の
と
お
り
改

め
る
。

一

知
事
署
名
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二

知
事
職
務
代
理
者
署
名

三

副
知
事
署
名

四

会
計
管
理
者
署
名

五

会
計
管
理
者
事
務
代
理
者
署
名

六

部
長
の
署
名

七

事
務
局
長
の
署
名

八

課
長
の
署
名

九

現
地
機
関
等
の
長
の
署
名

第
四
条
第
一
項
の
表
岐
阜
県
権
限
者
署
名
、
知
事
署
名
、
知
事
職
務
代
理
者
署
名
の
項
中｢

岐
阜
県

権
限
者
署
名
、｣

を
削
る
。

第
七
条
第
三
項
中｢

岐
阜
県
権
限
者
署
名
又
は｣

を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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平
成
二
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年
四
月
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発
行
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市
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丁
目
一
番
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号
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行
者

岐
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県
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所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
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ぷ
り
ん
と
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十
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一

岐

阜

文

芸

社


